
1 / 11 

令和 5 年 5 月 8 日開始 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

感染症法上の位置づけの変更に伴う対応 

株式会社スカイ・エス・エイッチ 

💡みなさまへお願い💡 

詳細は厚労省ホームページや医師会等の配布物をご確認ください。また、算定要件や解釈につい

てのご質問は、医師会や保団連（保険医協会）等へお問い合わせをお願いいたします。 

 

◼ 5 類感染症へ移行に伴う制度変更の概要 

① 医療費 

検査費用や陽性診断後の外来医療費は自己負担が発生 

コロナ治療薬は９月末まで自己負担なし 

② 電話・情報通信機器による診療の特例 ７月末で終了 

 

◼ 公費支援の取扱い 

① PCR 検査・抗原検査： ５年５月８日以降は保険診療 

② コロナ治療（コロナ治療薬の除く）： 令和５年５月８日以降は保険診療 

③ コロナ治療薬：５年９月末まで公費適用（10 月以降は今後検討） 

※公費支援は「コロナ治療薬のみ」であり、調剤料や処方料、処方箋料は適用外 

 対象治療薬（以下に限定） 

経口薬（ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ） 

点滴薬（べクルリー） 

中和抗体薬（ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド） 

 

 在医総管などの薬剤料を包括する管理料等を算定する場合、別途薬剤料は算定可能 

 

 治療薬の全額補助に関わる公費負担者番号が都道府県ごとに新設されます。 

※府県別公費負担者番号（ORCA に表示する公費の種類「096 治療薬補助」） 

  

  

  

  

  

 ※受給者番号「9999996（７桁）」 

 

 患者登録について 

公費入力欄に、公費負担者番号および受給者番号、適用期間を入力、登録します。 

 

 

 

 

 

府県名 公費負担者番号 

滋賀県 28250801 

京都府 28260800 

大阪府 28270809 

兵庫県 28280808 

奈良県 28290807 

適用開始日を入力し「Enter」を押下すると、
適用終了日を自動入力します 
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 診療行為入力について 

① 公費「治療薬補助」を含まない保険組合せで、診療内容を入力します。 

コロナ治療薬以外の薬剤があれば、この部分に入力します。 

この部分は自己負担が発生します。 

② 「複数化保険」をクリックし、表示する保険選択画面より、「治療薬補助を含んだ保険

組合せ」をクリックして選択し「F12 確定」を押下またはクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「治療薬補助」を含まない
保険組合せで入力 

① 

② 

③ 
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③ 「治療薬補助」を含む保険組合せに切替指示をします。 

これより下にコロナ治療薬のみを入力します。 

診療入力完了後「F12 登録」を押下またはクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険切替表示 
 
 
切替表示の下に
コロナ治療薬を
入力 
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 「診療行為確認画面」について 

【院内処方の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「治療薬補助」を含まない分 
 

 

「治療薬補助」を含む分 
 

 

調剤料や処方料などは 

「治療薬補助」を含まない分（公費外）

で算定します。 
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【院外処方（処方箋）の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 院外処方箋について 

公費外の処方箋はなく、コロナ治療薬のみ処方箋がある場合、処方内容を印刷していない

「治療薬補助を含まない保険（公費外）」の処方箋も印刷するため、廃棄をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「治療薬補助」を含まない分 
 

 

「治療薬補助」を含む分 
 

 

加算も含めた処方箋料は 

「治療薬補助」を含まない分（公費外）

で算定します。 

公費外かつ処方内容なし 

廃棄 
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 在医総管などの薬剤料を包括する管理料等を算定する場合 

【院内処方の場合】 

お願い 

院内処方で在医総管を算定する医療機関様で、在医総管算定患者に治療薬補助の公費入力

をされる場合は、設定が必要なため弊社までご連絡をお願いいたします。 

（院外処方箋で在医総管の場合は設定不要） 

① 「複数科保険」で「治療薬補助を含んだ保険組合せ」を選択し、保険切替を表示します。 

② 投薬診区（.210 など）を入力、 

その下段に「診療行為コード 099999903：出来高算定（剤）」を入力、 

その下段にコロナ治療薬の処方を入力します。 

  

保険切替表示 
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③ コロナ治療薬の点数を算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「治療薬補助」を含まない分 
 

 

「治療薬補助」を含む分 
 

 

【包括診療】の表示があるものは、
在医総管に包括します 

コロナ治療薬を包括外として
点数を算定します 
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【院外処方箋の場合】 

「複数科保険」で「治療薬補助を含んだ保険組合せ」を選択し、表示される保険切替の下

にコロナ治療薬を入力します。（一般外来と同じ入力方法です。） 

処方箋は公費外と公費を分かれて出力しますが、一般外来と同様、公費外に処方がない場

合は、処方内容のない処方箋の廃棄をお願いいたします。 
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◼ 特例の診療行為コードについて 

名称および診療行為コードが多数あります。 

5 月 8 日以降は【新】の診療行為コードを使用して入力してください。 

以下、主な診療行為コードです。 

 

❖ 電話・情報通信機器を用いた診療等に係る特例 
マスタおよび名称の変更、追加 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ 慢性疾患又は精神疾患を有する定期受診患者の特例 

マスタおよび名称の変更 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

❖ 感染予防策を講じた上で外来診療を実施 
マスタおよび名称の変更 
 
 
 
 
 
 
 
※

※

※小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料も別に算定可（包括外） 

※1→ 令和 5 年 8 月末までに受入患者を限定しない形に移行する場合でも算定可 

 
 
 
 
 
 
 

【旧】～5 月 7 日まで 【新】5 月 8 日から 7 月末まで 

診療行為コード 名称 診療行為コード 名称 

111013850 
初診料(新型コロナウイルス感染

症・診療報酬上臨時的取扱) 214 点 
111016150 

初診料(文書による紹介がない患

者の場合）（初減）（特例）214 点 

特例で電話等再診料を算定 112026750 電話等再診料 (特例）73 点 

【旧】～5 月 7 日まで 【新】5 月 8 日から 

診療行為コード 名称 診療行為コード 名称 

113032850 

慢性疾患の診療（新型コロナウイル

ス感染症・診療報酬上臨時的取扱）

147 点 

113045650 慢性疾患等の診療(特例)147 点 

180064750 

精神疾患の診療（新型コロナウイル

ス感染症・診療報酬上臨時的取扱）

147 点 

180070750 精神疾患の精神療法(特例)147 点 

【旧】～5 月 7 日まで 【新】5 月 8 日から 

診療行為 

コード 
名称 

受入患者

の要件 

診療行為 

コード 
名称 

113032950 

院内トリアージ実施料

（診療報酬上臨時的取

扱）300 点 

限定 

しない 
113045350 

院内トリアージ実施料(特例) 300 点 

※1 

限定 

する 
113045450 

特定疾患療養管理料 

(100 床未満の病院) (特例) 147 点 
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❖ 療養指導に係る特例 
マスタおよび名称の変更 
 

 
 
 
 
 
 
※発症日（無症状病原体保有者の場合は検体採取日）から起算して７日以内に限り算定 

※院内トリアージ実施料（特例）300 点又は特定疾患療養管理料（100 床未満の病院）(特例) 147 点と  

 併算定可 

 

❖ 新型コロナウイルス感染症に関連した往診又は訪問診療を実施した場合の特例 

マスタおよび名称の変更 

 

 

 

 

 

                          

◼ 包括外入力ができるものについて 

診療行為コードを入力してください。 

（画面例は小児科外来診療料に院内トリアージ（特例）を算定する場合） 

  

  

  

  

  

  

  

診療行為確認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧】～5 月 7 日まで 【新】5 月 8 日から 

診療行為コード 名称 診療行為コード 名称 

180065850 

救急医療管理加算 1 

(診療報酬上臨時的取扱)(COV・外

来診療) 950 点 

113045550 

特定疾患療養管理料 

(100 床未満・療養指導) (特例）

147 点 

～5 月 7 日まで 5 月 8 日から 

診療行為コード 名称 診療行為コード 名称 

180065650 

救急医療管理加算 1 

(診療報酬上臨時的取扱)(COV・往診等) 

2850 点 

180070050 

救急医療管理加算 1 

(緊急の往診等)(特例) 

 950 点 

包括外として算定します 
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◼ 新型コロナウイルスの検査に係る特例 

５月８日以降も包括点数の対象外として、出来高算定可能 

（小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活

習慣病管理料、手術前医学管理料、在宅がん医療総合診療料を算定する場合） 

（画面例は小児科外来診療料に新型コロナウイルスの検査を算定する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括外として算定します 


